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現状と課題

■ 子育てや介護などに不安を感じている人がいます

子育てや介護をしている人の中には、困りごとを相談できず、不安を感じている人が多くいます。　　
　出産後半年以内に子育てに対して不安を感じ、自信を持てなくなったことがある人は、約8割
にも上ります（横浜市子ども・子育て支援事業計画に向けた利用ニーズ把握のための調査H30.11月）。
　また、在宅で要介護状態の人を介護している人のうち約8割が何らかの困りごとがあったり、
不安を感じたりしています（横浜市高齢者実態調査 R2. 3月）。特に精神的なストレスを感じたり、
身体的な負担を感じている人が多く、介護者に対するケアも必要になってきています。
　困りごとを抱える人が必要なときに助けを求めることができるよう、地域の中で日常的につな
がる機会や場をつくる必要があります。

■ お互いを理解し、認めあいながら暮らせる地域づくりが必要です

　地域の中には、子育てをしている人や介護をしている人・必要としている人だけでなく、障害
がある人や外国籍の人など、様々な立場や背景、価値観を持つ人が暮らしています。
　誰もが地域の中で安心して暮らせるようにしていくためには、同じ地域の住民同士がお互いを理
解して受け入れる意識や、抱えている課題を受け止めていく意識を一層高めていくことが大切です。

■ 地域のつながりの中で課題解決を行う仕組みが大切です

　近隣で困ったときに相談しあい助けあえる地域にしていくためには、同じ地域の住民同士がつな
がりづくりを進めていく必要があります。

5年後の地域の目指す姿
　誰もが地域の一員として、日頃のあいさつや声かけなどで顔の見える関係を築き、
身近なところで支えあい助けあいができる、お互いさまの関係づくりが進んでいます。
　妊娠期からの切れ目のない子育ての支援や介護者等が安心できる仕組みが整っています。
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 【取組目標1-1】日頃からの顔の見える関係づくり

　一人ひとりが身近な地域とつながり、地域の課題解決に向けて協力して取り組む活動
が広がるよう、地域住民や関係団体、行政などが連携して地域の基盤づくりを進めてい
きます。

【主な取組】

1　人と地域のつながりづくりの推進
 推進主体／全体で取り組むもの

■ 住民一人ひとりが地域とつながり、支えあうことの重要性について、様々な機会を通じ
て理解を深める取組を進めます。

2　自治会町内会への加入促進
 推進主体／地域振興課

■ 自治会町内会設立の働きかけや既存の自治会町内会への加入促進を通じて、住民同士が
支えあう地域づくりを進めます。

3　地区社会福祉協議会の活動支援
 推進主体／区社協

■ 地区社協は「一人ひとりの困りごとを解決できる地域づくり」を目的とした住民主体の
任意組織です。地域の身近な課題を共有し、解決に向けて取り組みます。

4　身近な地域活動の場づくり、機会の提供
 推進主体／地域ケアプラザ 

■ 施設の特色を生かしながら、地域活動の場づくりや活動団体の支援を行うことで、身近
な地域の中での顔の見える関係づくりやネットワークづくりを推進します。

    

5　戸塚区地域連携チームによる地域支援 
 推進主体／区全課（事務局：区政推進課)、区社協、地域ケアプラザ 

■ 区内18地区ごとに区役所・区社協・地域ケアプラザで「地域連携チーム」を構成し、
地域の取組や課題解決に協働して取り組みます。
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 【取組目標1-2】お互いに支え、支えられる関係づくり

　地域での様々な活動を通じて、日頃からのお互いさまの関係などを基盤としながら、
地域の中で互いに助けあいができるよう、取組を広げていきます。

【主な取組】

1　身近な地域の見守り・支えあいの取組支援
 推進主体／地域ケアプラザ、区社協

■ 地域のボランティア、民生委員・児童委員、友愛活動推進員、自治会町内会、地区社
協などが主体的に行う、子どもから高齢者まで様々な人が集うサロン、カフェ、遊び場、
交流の場などにおける、身近な地域の見守りや支えあいの取組を広げます。

2　民生委員・児童委員、主任児童委員による活動の推進
 推進主体／福祉保健センター各課、区社協、地域ケアプラザ

■ 民生委員・児童委員及び主任児童委員が取り組む、生活や福祉に関する相談や助言、高
齢者の見守り、子育て支援など、地域の中でのつながりづくり、地域ぐるみの支えあ
いなどを推進し、地域福祉の向上に取り組みます。

3　地域ネットワーク見守り事業「みまもりネット」
 推進主体／高齢・障害支援課、区社協、地域ケアプラザ

■ 高齢者などが孤立せず安心して地域の中で暮らし続けられるよう、区民、民生委員・児
童委員、見守り協力事業者、見守り協力機関（戸塚警察署、戸塚消防署、区社協）など
と連携し、活動の輪を広げ、地域全体でのゆるやかな見守り体制を構築・充実させます。

4　子育て応援事業「子育て連絡会」
 推進主体／こども家庭支援課、地域子育て支援拠点、地域ケアプラザ

■ 地域ごとに子育て支援関係者が集まって顔の見える関係を築き、子育てに関する課題抽出と
解決に向けた検討を行います。区の全体会を開催して地域の現状と課題を共有し、区全体の
ネットワークを強化します。

5　善意銀行事業（寄付）
 推進主体／区社協 

■ 区民・団体・企業などからお預かりした善意の寄付（金品）を、寄付者の意向を踏まえ
て福祉保健活動団体へ配分することで、地域の福祉保健活動の充実につなげます。 

6　認知症の人の集いの場の活動支援
 推進主体／高齢・障害支援課、地域ケアプラザ 

■ 認知症の当事者が集うカフェなどを開催し、抱える悩みや地域とのつながりの大切さに
ついて本人が発信できる場づくりや活動支援に取り組みます。
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 【取組目標1-3】多様性の理解の促進

　高齢者や障害者、認知症の人や外国籍の人など、様々な背景や価値観を持つ人が
地域の中で安心して暮らせるよう、取組を進めていきます。

【主な取組】

1　認知症に関する地域理解の促進
 推進主体／地域ケアプラザ、高齢・障害支援課

■ 地域、学校、事業所などで認知症に関する講座を開催し、認知症の人やその家族を応援
する認知症サポーターを養成します。実施にあたっては、認知症の理解を地域に広め
る役割を担うキャラバン・メイト連絡会と連携して推進します。

2　障害に関する地域理解の促進
 推進主体／地域ケアプラザ

■ 地域団体や障害者施設などと連携しながら、身近な地域で障害に関する講座の開催や啓
発活動を行うことで、障害に対する理解を促進します。

3　障害者週間シンポジウムの開催
 推進主体／区社協

■ 12月3日から12月9日の障害者週間に、当事者団体や障害者施設などと連携してシン
ポジウムを開催し、障害に対する理解と啓発を促進することで、当事者の地域生活を
支援します。

4　精神保健福祉に関する地域理解の促進
 推進主体／高齢・障害支援課、地域ケアプラザ

■ 地域ケアプラザにおいて、こころの病を持つ人が気軽に立ち寄れる「あったまり場」
を開催し、当事者活動の支援を行います。また、生活支援センターや戸塚区地域自立
支援協議会等と連携した啓発活動を行い、障害の有無に関わらず誰もが安心して暮ら
せる地域づくりを進めます。

   
5　障害者自立支援協議会の実施 
 推進主体／基幹相談支援センター、精神障害者生活支援センター、高齢・障害支援課、こども家庭支援課 

■ 障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、区内の障害福祉に関わる支援機関、事業
者、団体などが地域課題の検討やネットワークの構築、地域への普及活動などの取組
を推進します。

次ページに続く
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 【取組目標1-3】多様性の理解の促進　つづき

6　福祉教育への支援 
 推進主体／福祉保健センター各課、区社協、地域ケアプラザ 

■ ボランティア団体や福祉施設、障害などの当事者団体と連携し、小・中・高校生それぞ
れに向けて福祉教育に関するプログラムを実施することで、福祉への理解を深め、住
民主体の福祉のまちづくりを推進します。

7　外国籍の人を支援する団体への活動支援
 推進主体／区民活動センター

■ 海外出身者が地域の一員として安心して暮らせるよう、外国人支援などを実施する地域
団体に対する活動場所の提供や情報発信を行います。
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 【取組目標1-4】家族支援（介護者・保護者・養育者の支援）の充実

　子育てや介護をしている人が悩みやストレスを抱え込むことがないよう、地域で支えあ
う環境づくりを進めていきます。

【主な取組】

1　身近な地域での介護者支援
 推進主体／高齢・障害支援課、地域ケアプラザ

■ 「介護者のつどい」などを通じて介護者同士が思いを共有・共感しあうことで、介護負
担やストレス軽減を図れるよう、支援します。

2　妊娠期から出産、子育て期にかけての切れ目のない支援体制の充実
 推進主体／こども家庭支援課、地域子育て支援拠点

■ とつかの子育て応援ルーム「とことこ」による妊娠期からの様々な情報提供や相談の
玄関口としての機能を始め、母子保健コーディネーターによる妊娠期支援や、区役所
や地域子育て支援拠点による動画、webを活用した両親教室、お世話体験会などにより、
妊娠期からの切れ目のない支援体制を構築します。

3　保育所による地域の子育て支援
 推進主体／こども家庭支援課

■ 保育所が利用児童のみならず地域に開かれた施設として、地域の未就園の親子を対象と
した園舎の開放やランチ交流、交流保育、育児講座、相談などにより、地域での親子
の孤立や虐待の発生を予防し、安心して子育てができる環境づくりを進めます。 


